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年長児～年少児までの保育料が無償となります
　

国
で
は
、
幼
児
教
育
の
負
担

軽
減
を
図
る
少
子
化
対
策
、
ま

た
は
生
涯
に
わ
た
る
人
格
形
成

の
基
礎
を
培
う
幼
児
教
育
の
重

要
性
を
考
慮
し
て
、
幼
児
教
育

の
無
償
化
に
取
り
組
む
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
下
呂
市
で
も

以
下
の
保
育
料
に
つ
い
て
、
令

和
元
年
10
月
分
よ
り
無
償
に
な

り
ま
す
。

※
無
償
の
対
象
は
基
本
の
教

育
・
保
育
部
分
の
た
め
、
延
長

保
育
、
一
時
保
育
の
利
用
料
は

有
償
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
そ

の
他
の
保
育
サ
ー
ビ
ス
（
フ
ァ

ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
な

ど
）
も
有
償
と
な
り
ま
す
。

児
童
福
祉
課

　
　

☎
５
２
・
２
８
８
２

問
合
先

※
未
満
児
保
育
と
は
、
こ
ど
も

園
入
園
前
の
子
ど
も
（
３
歳
未

満
）
を
対
象
と
し
た
保
育
サ
ー

②
未
満
児
保
育
を
利
用
す
る

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
保
育

料 ①
こ
ど
も
園
に
通
う
５
歳
か

ら
３
歳
ま
で（
４
月
２
日
時
点
）

の
子
ど
も
の
保
育
料

ビ
ス
で
、
保
護
者
が
労
働
な
ど

で
保
育
で
き
な
い
家
庭
の
み
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
下
呂
市
内
の
未
満
児
保
育
を

提
供
し
て
い
る
施
設
は
、
市
内

全
て
の
こ
ど
も
園
・
子
育
て
保

育
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
萩
原
北
醫

院
し
し
の
こ
で
す
。

※
②
の
対
象
者
が
、
未
満
児
保

育
施
設
の
利
用
定
員
に
空
き
が

な
い
た
め
入
所
で
き
な
か
っ
た

場
合
、
こ
ど
も
園
や
子
育
て
保

育
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
一
時
保
育

や
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
な
ど
の
利
用
料
４
・

２
万
円
分
ま
で
無
償
と
な
り
ま

す
。

10月から
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給
食
費
、
バ
ス
添
乗
員
協
力
金
な
ど
は
、
有
償
で
す

　

無
償
の
対
象
は
、
教
育
・
保
育
に
係
る
部
分
の
み

で
あ
る
た
め
、
給
食
費
、
バ
ス
添
乗
員
協
力
金
に
つ

い
て
は
、
無
償
と
は
な
ら
ず
、
利
用
者
が
負
担
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
金
額
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

●
給
食
費　

４
６
０
０
円

　

主
食
費　

６
０
０
円
［
ご
飯
や
パ
ン
な
ど
］

　

副
食
費
４
０
０
０
円
［
主
食
以
外
の
お
か
ず
］

●
バ
ス
添
乗
員
協
力
金　

１
０
０
０
円

　

こ
れ
ま
で
、給
食
費
に
つ
い
て
は
、

支
給
認
定（
１
～
３
号
認
定
）に
よ
っ

て
保
育
料
に
含
ま
れ
て
い
た
り
含
ま

れ
て
い
な
か
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た

が
、
保
育
料
の
無
償
化
に
よ
り
、
支

給
認
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
食
費
と

し
て
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。
給
食
費
は
、
食
材
料
費
の

み
で
算
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

バ
ス
添
乗
員
協
力
金
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
通
り
で
す
。

　

所
得
に
応
じ
た
支
援
の
ほ

か
、
複
数
の
子
ど
も
を
子
育
て

中
の
家
庭
や
ひ
と
り
親
家
庭
な

ど
へ
財
政
支
援
が
あ
り
ま
す
。

●
複
数
の
子
ど
も
を
子
育
て
し

て
い
る
家
庭

●
住
民
税
非
課
税
世
帯
な
ど

●
ひ
と
り
親
家
庭

●
障
が
い
の
あ
る
家
族
が
同
居

し
て
い
る
家
庭
（
施
設
を
利
用

す
る
児
童
を
含
む
）

　

支
援
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

状
況
に
応
じ
て
、
給
食
費
が
軽

減
さ
れ
た
り
、
免
除
さ
れ
た
り

し
ま
す
。

給
食
費
の
負
担
に
つ
い
て

支
給
認
定
区
分

給
食
費
の
負
担
方
法

保
育
料
の
無
償
化
前

保
育
料
の
無
償
化
後

１
号
認
定

３
～
５
歳
の
２
号
認
定
以
外
の
子
ど
も

主
食
費
、
副
食
費
と
も
に

保
育
料
に
含
ま
れ
て
お
ら

ず
、
別
途
負
担

主
食
費
、
副
食
費
と
も
利
用

者
負
担
と
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
保
護
者
の
所
得
や
兄
弟

姉
妹
の
状
況
に
よ
り
軽
減
措

置
が
あ
り
ま
す

２
号
認
定

３
～
５
歳
の
保
護
者
の
労
働
な
ど
に
よ

り
家
庭
で
の
保
育
が
困
難
な
子
ど
も

副
食
費
が
保
育
料
に
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
主
食
費
の

み
別
途
負
担

３
号
認
定

０
～
２
歳
の
保
護
者
の
労
働
な
ど
に
よ

り
家
庭
で
の
保
育
が
困
難
な
子
ど
も

主
食
費
、
副
食
費
と
も
に

保
育
料
に
含
ま
れ
て
い
ま

す

保
育
料
の
無
償
化
の
対
象
と

な
る
人
は
、
給
食
費
に
つ
い

て
も
無
償
と
な
り
ま
す
。
そ

れ
以
外
の
人
は
、
こ
れ
ま
で

と
同
様
に
保
育
料
に
含
ま
れ

て
負
担
さ
れ
ま
す

支
給
認
定
ご
と
の
給
食
費
の
負
担
方
法


